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◆検討手順の概要

1

検討の場の設置

複数の治水・利水対策案の立案

概略評価による治水・利水対策案の抽出

検
証
対
象
ダ
ム
事
業
等
の
点
検

対応方針（案）の決定

本省への検討結果の報告

対応方針（原案）の作成

対応方針（素案）の作成

（H22.11.26開催）

（H23. 3.15開催）流域の概要・治水・利水対策の状況

事業評価監視委員会

・学識経験を有する者からの意見聴取(H24.11.8）

・関係住民からの意見聴取（H24.11.11）

第１回幹事会

第２回幹事会

第３回幹事会

検討の場

（H24. 3.21開催）

第４回幹事会 （H24. 8. 7開催）

山鳥坂ダムの検証に係る検討

治水：26の方策を参考にして、22案を立案

流水：14の方策を参考にして、10案を立案

パブリックコメント

（H24. 8. 8～H24. 9.7）

意見募集

反映

治水：2案を追加立案し、24案で概略評価を行い、9案を抽出

流水：10案で概略評価を行い、4案を抽出流水治水

検証対象ダムの総合的な評価

目的別の総合評価

治水・利水対策案の評価軸ごとの評価

意見聴取

意見聴取

反映

反映

（H24.10.29開催）

※上記の対策案の数には、ダム案を含む。

※「流水」とは流水の正常な機能の維持

・関係地方公共団体の長からの意見聴取
（河川法第16条の2（河川整備計画）等に準じて行う。)

第５回幹事会(今回）

治水：パブリックコメントを受けて、3案を追加立案し、概略評価で9案を抽出



◆関係地方公共団体からなる検討の場の開催状況

2

・検証に係る検討状況について

・山鳥坂ダム建設事業等の点検について

・パブリックコメントについて

・治水対策案の総合評価（案）について

・流水の正常な機能の維持対策案の総合評価（案）について

・検証対象ダムの総合的な評価（案）について

・意見聴取等の進め方について

検討の場平成24年10月29日

・検討手順の概要（案）について

・山鳥坂ダム建設事業等の点検結果について

・概略評価による治水対策案の抽出について

・概略評価による流水の正常な機能の維持対策案の抽出について

・パブリックコメントについて

検討の場（第４回幹事会）平成24年8月7日

・ダム事業等の点検について

・複数の治水対策案の立案について

検討の場（第２回幹事会）平成23年3月15日

・規約の改正について

・複数の治水対策案の立案について

・流水の正常な機能の維持方策の適用の可能性について

・複数の流水の正常な機能の維持対策案の立案について

検討の場（第３回幹事会）平成24年3月21日

・学識経験を有する者、関係住民への意見聴取の結果について

・「山鳥坂ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）案」について

検討の場（第５回幹事会）平成24年11月27日

・規約について

・今後の検討の進め方について

検討の場（第１回幹事会）平成22年11月26日

「山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の設置平成22年11月18日

議 事月 日


